
大和市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２９年３月３０日 

大和市長 大 木  哲   

 

大和市規則第６号 

大和市事務分掌規則の一部を改正する規則 

大和市事務分掌規則（昭和４８年大和市規則第２４号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項健康福祉部健康づくり推進課中「地域保健活動担当」の次に「 歩こう担当」を加

え、同部介護保険課中「給付指導担当」を「給付担当 事業者指導担当」に改める。 

第４条市民経済部市民課に次の２号を加える。 

(28) 中長期在留者住居地届出等に関すること。 

 (29) 通知カード及び個人番号カードに関すること。 

第４条健康福祉部健康福祉総務課第２８号中「要援護者支援対策ネットワーク事業」を「災害

時避難行動要支援者対策事業」に改め、同部介護保険課第４号中「介護保険給付」を「介護保険

の給付」に改め、同課中第１１号を削り、第１０号を第１１号とし、同課第９号中「介護保険サー

ビス提供事業者」を「介護保険のサービス提供事業者」に改め、同号を同課第１０号とし、同課第

８号中「介護保険サービス提供事業者」を「介護保険のサービス提供事業者」に改め、同号を同課

第９号とし、同課第７号の次に次の１号を加える。 

  (8) 介護保険のサービス提供事業者の指定等に関すること。 

第４条健康福祉部介護保険課第１６号中「係る情報記録に」を削り、同課中第１７号を削り、第１８

号を第１７号とし、第１９号から第２３号までを１号ずつ繰り上げ、同課第２４号中「介護保険法（平

成９年法律第１２３号）に基づく認定」を「介護保険の要介護認定等」に改め、同号を同課第２３号と

し、同課中第２５号を第２４号とし、同部高齢福祉課第２号中「高齢者の地域ケア体制整備」を「地

域包括ケアシステムの構築」に改め、同課第３号中「高齢者の介護予防」を「介護予防・生活支援

サービス事業（高齢福祉関連）」に改め、同課中第１６号を第２４号とし、６号から１５号までを８

号ずつ繰り下げ、第５号を削り、第４号を第１３号とし、第３号の次に次の９号を加える。 

(4) 介護予防ケアマジメント事業（ケアマネジメントＢ）に関すること。 

(5) 一般介護予防事業に関すること。 

(6) 地域包括支援センターに関すること。 

(7) 認知症施策総合支援に関すること。 

(8) 在宅医療・介護連携推進に関すること。 



(9) 生活支援体制整備に関すること。 

(10) 地域ケア会議に関すること。 

(11) 家族介護支援事業に関すること。 

(12) 高齢者の地域における自立した日常生活の支援に関すること。 

 第４条健康福祉部障がい福祉課第２号中「保育家庭課」を「すくすく子育て課」に改め、同条こ

ども部すくすく子育て課中第２２号を第２３号とし、第１０号から第２１号までを１号ずつ繰り下

げ、第９号の次に次の１号を加える。 

   (10) 子育て世代包括支援センターに関すること。 

 第４条文化スポーツ部図書・学び交流課に次の２号を加える。 

(25) 文化創造拠点の総合調整に関すること。 

(26) 文化創造拠点運営審議会に関すること。 

 第４条街づくり計画部街づくり総務課中第２３号を第２５号とし、第１６号から第２２号までを

２号ずつ繰り下げ、第１５号の次に次の２号を加える。 

(16) 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）に基づく被相続人居住用家屋等確認申請書

の確認に関すること。 

(17) 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）に基づく立地適正化計画（立地適正化

計画の区域内における届出等に関することを除く。）に関すること。 

 第４条街づくり計画部建築指導課第１１号中「（昭和３２年法律第２６号）」を削り、同課中第

１６号を削り、第１７号を第１６号とし、第１８号から第２３号までを１号ずつ繰り上げ、同部街

づくり計画課中第２６号を第２７号とし、第１３号から第２５号までを１号ずつ繰り下げ、第１２

号の次に次の１号を加える。 

(13) 都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画の区域内における届出等に関すること。 

 第４条街づくり計画部渋谷土地区画整理事務所事業管理課中第１１号を削り、第１２号を第１１

号とし、第１３号から第１６号までを１号ずつ繰り上げる。 

 第６条第１項第２０号中「受付」の次に「及び受給資格証明書の交付」を加え、同項第２１号を

削り、同項第２２号中「訂正」を「再交付申請書の受付」に改め、同号を同項第２１号とし、同項

中第２３号を第２２号とし、第２４号から第２７号までを１号ずつ繰り上げ、同項に次の２号を加

える。 

(27) 中長期在留者等の住居地届出に関すること。 

(28) 通知カード及び個人番号カードに係る諸届の受付に関すること。 

 第６条第２項中「第２５号」を「第２４号」に改める。 



 第１７条第１項地域医療連携室中「地域医療連携室」を「患者サポートセンター」に、「地域医療

連携科 地域医療連携担当」を「地域連携科 地域連携・相談支援担当」に改め、同項事務局病院

総務課中「 経理担当」を削り、同条第２項中「地域医療連携室」を「患者サポートセンター」に、

「地域医療連携科」を「地域連携科」に改め、同項地域医療連携室地域医療連携科に次の２号を加

える。 

(4) 入院の受付に関すること。 

(5) 病床管理に関すること。 

 第１７条第３項病院総務課第２号中「総合企画」を「総合調整」に改め、同課中第１８号から第

２６号までを削り、第２７号を第１８号とし、第２８号から第３２号までを９号ずつ繰り上げ、第

３３号を削り、第３４号を第２４号とし、第３５号から第３８号までを１０号ずつ繰り上げ、同課

に次の１号を加える。 

(29) 入院患者に対する面会人の受付及び案内の総括に関すること。 

 第１７条第３項医事課中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号から第８号までを１号ずつ

繰り上げ、第９号を削り、同課第１０号中「外来患者」を「外来」に改め、同号を同課第８号とし、

同課中第１１号を第９号とし、第１２号から第１５号までを２号ずつ繰り上げ、第１６号を削り、

同項経営戦略室第１号中「経営企画」を「総合企画」に改め、同室に次の１０号を加える。 

(3) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。 

(4) 現金及び有価証券の出納に伴う証拠書類の整理保管に関すること。 

 (5) 業務状況の公表に関すること。 

 (6) 予算の編成及び執行管理に関すること。 

 (7) 決算に関すること。 

 (8) 資金計画及び一時借入金に関すること。 

 (9) 出納取扱い金融機関に関すること。 

 (10) 職員の給与支給に関すること。 

 (11) 前渡金等の清算に関すること。 

 (12) 企業債に関すること。 

附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 


